
(別紙第1－2）

反訳処理作業の指針

ヂ

1反訳書を作成するに当たっての注意事項について

（1）反訳書の作成に当たっては，原則として，録音内容を音声どおりに文字化す

る。複数の問答を一つにま．とめたり,伺趣旨の別の言い回しに置き換えたりは

‐しない。

（2）尋問者の特定，提示書証の特定，専門用語･固有名詞の文字の当てはめ等に

ついては，録音内容のほか，立会メモ等の資料を参考にじて記載する。

（3）入力作業終了後,.､再度録音内容と入力内容とを照合し，誤字，脱字，聞き間

違い等があれば訂正する。

（4）聴取不能部分については，赤字で「. 【聴取不能】 」と記載した上， 当該箇所

に網掛けをするなどして，一見して当該箇所が明.らかになるようにする。

（5）業務実施庁に対する連絡事項（留意点・気付き等） カミある場合には，適宜の

方法で通知する。

2様式について ．

（1）書式は,A4判横書きとし, 1ぺｰジの行数は26行,行内文字数は37¥

とする（別紙第i－2－1参照） 。 ． ．

(2). ､尋問者の尋問の冒頭に尋問者名を表記する。以下，尋問者が替わる度に，そ

の尋問の冒頭に,尋問者名を表記する。

（3） 問答2段方式に表記し，問いと答えは明瞭に区別する（別紙第1－2－2参

照） ｡

（4）反訳書面の各ページの下方中央部にページ数を付す。

3表記について

（1）漢字の使用法・

漢字は，原則として，常用漢字表に従って用いる。当該反訳書においては，
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や

表記の仕方を統一する。

(2)送り仮名の付け方

送り仮名の付け方は，原則として， 「送り仮名の付け方（昭和48年内閣告

示第2号).」の本則及び例外による。当該反訳書においては，表記の仕方を統

一する。

(3)句読点の用い方

尋問，供述等の文の切れ目には句点を，語句の切れ目には読点を打つ。句点

は「。 」 （まる）を，読点は「， 」 （コンマ）を用い， 「、 」 （てん）は用い

ない。
c q

(4)数字の書き方

ア数字は，次に掲げるような場合を除き，アラビア数字を用いる。

〆一、

1

固有名詞

町．名

〔例〕 四国 九州 二重橋

〔例〕 霞が関一丁目 大手町三丁目

（注） 「霞が関1丁目」 ， ． 「大手町3丁目」 という

ようにアラビア数字を用いて表記してもよい。

街区符号又は住居番号は,原則どおり， 「’

番34号j･というようにアラビア数字を用いて

表記する。

〔例〕 霞が関一丁目1番4号 ： ・

大手町3丁目1番34号

〔例〕 ． ･二，三日 四，五人 数十日 千五，六

． 百人 ‘

〔例〕 一般 一部分 二束三文 五十音順

一休み ・二言目 一人息子 一間（ひと

ま） 三月（みつき）

9

～

概数

熟 塞叩

イ大きな数は，三けたごとに「， 」 （コンマ）で区切る。ただし，万以上の
’
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数字には単位（方，億，兆等）を記載･してもよい。その場合「， 」 （コン

マ）を省略することも差し支えない。

年号j･事件番号は，区切りや単位を付けない。

〔例〕 5， 678

62, 250円

25億4680万7531円

2001年

平成12年ワ第12345号

ウ ．小数の単位（小数点）を示すには， 「. .」 （ピリオド）を用い， 「・」 （

中点一なかてん）は用いない。

〔例〕 0． 123

（
″

＊漢字，送り仮名等の表記の方法の詳細は， 「用字用語新表記辞典（第一

法規） 」 ， 「公用文用字用語の要点（新日本法規） 」 ， 「新明解国語辞典

（三省堂） 」等の参考書を参照されたい。

Ｉ

4 内容について
、
｝

0

(1)原告(検察官)､又は被告,(弁護人)の尋問者が2人以上の場合は,録音内容』

. ･立会メモ等を基に，括弧内に尋問者の姓を表記する方法で特定する。

0

〔処 理 例〕

原告代理人（甲野） ．

〔具 体. ・例〕

･原告代理人

－3－
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(2)尋問の進行上発せられた手続的な会話部分は，省略する。

〔具 体 例〕 〔処 理 例〕

･裁判官
一 検察官

それでは,検察官から尋問をど
、

証人は, 、そこに座っている被告

人を知っていますか。 、
骨

●

・ はい，知っています。

うぞ。
〆

検察官

それでは，私からお聞きしまず

裁判官の方に向かつけれども

証

人は；そこに座っている被告人

を知っていますかb

はい，知っています。

？

少

＊ 「原告代理人の○○です。まず，私からお聞きしますが・ ・ ・」 ，
の

で尋問を終わります。 」等も同様に省略まるも

｢これ

ゞ

(3)．証拠書類等を提示した場合の表記は，定型文とする。

！

『
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Ｉ

〔具 体 例〕 〔処 理 例〕

･被告代理人 被告代理人

乙第3号証（陳述書）を示す

・ ・ ・ これは，あな・たが書いたもので

すね。

弟号証@

述書を示しますが， これは，あ

なたが書いたものですね。

･弁護人 弁護人

検証調書添付写真6を示す

ここに写っている人物に見覚え

がありますか。 ．

/一

‘､､ｲ寸

ここに写

っている人物に見覚えがありま
G

すか。 ．
』

証拠等関係カード（甲）記載の - （甲）証拠番号2 （実況見分調書）を

示す

●

証拠番号2の実況見分調書を示
●

します。

I

＊証拠書類等の標題については，録音内容，立会メモ等で明示することを要

する旨の記載がなければ，表記しなくてよい。

～

(4)専門用語， ‘固有名詞等の文字についての説明部分は表記しない｡ ．●

字5－



〔具 体 例〕 〔処 ・理 例〕

証人の職業は何ですか。 証人の職業は何ですか。

畜犬業です。

●

ﾁｸｹﾝ業です｡

‐

書きますか。
〃

家畜の畜に，犬と書きま

丈凰一
／－，
~

～

その人の名前は御存じでずか。

甲野キヨとです。

その人の名前は御存じですか。
■

甲野清です。
｡

●

一
・
一

なお，専門用語，固有名詞等の表記が資料によっても不明の場合にはj当＊

該部分については片仮名で表記する。ただし，当該部分について， 「空白の

ままとする」 ， 「鉛筆書きにする」等の記載のある場合はそれによる。
1

ーゆ

、

、

(5) ．発言者の口癖,発言中の無意味語等については，省略する。

－6－



〔具 体 例〕 〔処． 理 例〕

証人が，初めて被告に会ったの

はいつですかd ･ ･ ･

． え－，_平成5年です。

何月頃でしたか。

え－，_6月頃だったと思

います。 ．

証人が，初めて被告に会ったのは

いつですか。

‘平成5年です。 ．・

何月頃でしたか。

6月頃だったと思います。

●

‐

／~~

＊． 同様の趣旨で発せられる「やはりj , ･｢やっぱり」 9 ･ 「ちょっと」 ， 「あ

の－」 ， 「まあ」等についても省略する。

＊単なる相づち（､ 「ああ，そう。 」等）についても同様に省略する。

(6)発言者自身が，言い誤り，表現のまずさ，表現の不足などに気付き》 より適

切な表現をした場合には，前の部分を省略する。
』

0

〔具： 体 例〕 〔処 理 例〕
I

一

あなたは，原告会社に，いや,
由

被告会社に行ったのはいつです

あなたは，被告会社に行ったの
c

はいつですか。

●

か。

建物の名義は,建物の所有名義 建物の所有名義は，誰になって

いましたか。

●

は，誰になっていましたか。

－7－



(7)．同一の語句や同趣旨の言葉が単純に繰り返された場合には,．次のとおり表記

する。

〔具 ・体 例〕 〔処 理 例〕＄

ー

帳簿は, ･誰につけてもらいました

′か。

． これは，計理士さんにづ

・ けてもらっておりました。

何という名前ですか。

甲野太郎さんです｡ ‐

帳簿は,誰につけてもらいました

か。

・・ ・これは，計理士さんにつ

けてもらってお･りました。

何という名前ですか。

甲野太郎さんです。

●

～

甲野太郎さんという計理士につ

けてもらったんですね‘

そらです｡＝
0

℃

0

(8)一般的に，倒置的な表現は，整理して表記まる。ただし，倒置に特に意味が

あると思われる場合は，そのまま表記するb

～

.○整理して表記すべき事例

ｰ

0
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〔具 体． 例〕 〔処 理 例〕

原告に最初に会ったのは，いつ
●

● ■

0

ですか。

原告に最初に会ったのは，いつ

ですか。

平成7年8月9日です。

●

8月9日，平成7 ので

す。

証人は？そのとき，その場にい

たのではありませんか。

証人は，そのとき，その場にい

たのではありませんが。

いいえ，私はいませんで

●

へ

いいえ， いませんでした上一

辿逃一 した。
、

○そのまま表記すべき事例（意味を強調している場合）
P

〔具 体 例〕

; 1
，

一

証人は，そのとき，その場にい

たのではありませんか。

。 いいえ，いませんでした，

絶対に私だけは。 ．

●

●

(9) 明確な会話文は， 「． 」で表記する。

0
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〔具 体 ・例〕 〔処 理 例〕

彼は,そのとき，今,か 彼は，そのとき； 「今，

かばんに1億円入ってい

る。すぐ契約したい。 .」

･と言っていました。

●

すぐ契約したいと言って

いました。

／画一～

⑩発言者が次の語句を考えたり，言いよどんだりして，語句と語句との間に空

白の時間が生じた場合には，次のとおり表記する。

● 、

〔具 体 例〕 〔処 理 例〕

それは，いつのことですか。

・ そうですねK間)あれは

平成元年の（間)_はっき

り,しません。 ．

それは，いつのことですか。

そうですね・ ・ ・あれは

．平成元年の・ ・ ・はっき

りしません。

●

● ●ー

そのとき，その場には誰がいた

んですか｡．

そのとき，その場には誰がいた、
●

んですか。
●

●

●

（答がない。 ） ● ● ● ● ●

｡

どうなんですか。
●

■
●

よく分かりません。

どうなんですか． ◎

よく分かりません。

■●

0

伽方言については，原則として,音声どおりに文字化する。 ．
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⑫地域の違いなどで標準的な発音と異なる発音（なまり）と明確に判断できる

ものについては，立会メモ等において特に記載がない限り，標準的な発音に置

き換えて表記する。なまりか方言か紛らわしい場合は，方言の例による。

、

〔具 体 例〕 2〔処 理． 例〕

0

あなたの職業は何ですか。 ･あなたの職業は何ですか。

質屋です。 ．

●

口一、

I

ひち宅です。

誰が購入したのですか。 誰が購入したのですか。

・私です。 ．

●

わだ士です。

●

⑬肯定文の語尾を高く発音すること等により疑問文としている場合には，適宜

言葉を補足したり疑問符を付すなどして， 当該部分を疑問形に直す。

一

、

Ｉ

〔具体 例〕 〔処． 理 ・例〕

場証人は，そのにいなかった。 証人は，その場にいなかったの

ですか。
句

●

●

①

、

本当にいなかった？本当にいなかった。●

側その他

ア録音内容,立会メモ等において；反訳方法に関する指示や記載がある部分

0
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ノ

、

については，それに従って反訳する。 、

イ尋問，供述等が要領を得なかつだりするなどして，反訳処理の仕方に迷う

場合には，原則に戻って，録音内容どおりに反訳する。

G
』

冬

「

一己

イ

｡｡
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(別紙第1－2－1) ．

書式設定

、

用紙A4単票・縦方向
． ●

文字サイズ12ポイント

字数37字

行数26行 ‘ ． 、

皿
皿
皿
・
皿

５
７
０
０

３
２
３
２

ン
・
ジ
．
端
端
・
端
端

↑
上
下
左
右

－

げ

｛

、

､一
~

凸

I

■

0

P

芦

0

■ ●

Q



、

側紙第1－2－2）

反訳害の記載例（民事）

【用紙】A4単票・縦方向

園● 0

【印字枠】
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の診猫
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園
注

反訳書の記載例及び印字例を示したものであり, ,文字サイズは便宜上9ポイントを使用している。



､

反訳書の記載例捌事ソ

【用紙】A4単票・縦方向

園【印字枠】
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、
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､たのですか6

に書いていま
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行I 以下略
~4■●のｰ■■ｰ■■‐■●ローq■－－P■■‐q■q■｡ ■

園
(注

、

反訳書の記載例及び印字例を示したものであり， .文字サイズは便宜上9ポイントを使用している。
●


